
　１　次のＡ～Ｄの額を計算し、全てを足し合わせると１年間分の保険料額となります。
　２　介護納付金分は４０歳の到達月（１日生まれの方は誕生月の前月）から６５歳の到達月の前月
　　（１日生まれの方は誕生月の前々月）までが対象となります。
　３　軽減額については、裏面の表１・表２を御覧いただき、該当する額を使用してください。

医療給付費分
令和７年中の総所得金額等 　基礎控除額

１　所得割額  〔　　　　　　　　　円　－ ４３万円　〕× 6.45 ％　＝ 　① 　円
※加入者ごとに計算し、マイナスの場合は０円とする。

 加入者１人当たり（年額） 　加入者数

２　均等割額 　　　２６，５４９円    ×　　　　　　　人 ＝ 　② 　円
　１世帯当たり（年額）

３　平等割額 　　　２３，９６７円 ＝ 　③ 　円
　裏面の表１・表２より算出

４　軽 減 額　　　　　　　　　　　　円 ＝ 　④ 　円

　　　 限度額６７万円

医療給付費分合計　　①　＋　②　＋　③　－　④ ＝ 　Ａ 円 

後期支援金分
令和７年中の総所得金額等 　基礎控除額

１　所得割額  〔　　　　　　　　　円　－ ４３万円　〕× 2.17 ％　＝ 　⑤ 　円
※加入者ごとに計算し、マイナスの場合は０円とする。

 加入者１人当たり（年額） 　加入者数

２　均等割額 　　　 ９，０９４円  　 ×　　　　　　　人 ＝ 　⑥ 　円
　１世帯当たり（年額）

３　平等割額 　　　 ８，２０９円 ＝ 　⑦ 　円
　裏面の表１・表２より算出

４　軽 減 額　　　　　　　　　　　　円 ＝ 　⑧ 　円

　　　 限度額２６万円

後期支援金分合計　　⑤　＋　⑥　＋　⑦　－　⑧ ＝ 　Ｂ 円 

介護納付金分（40歳以上65歳未満の方のみ該当）
令和６年中の総所得金額等 　基礎控除額

１　所得割額  〔　　　　　　　　　円　－ ４３万円　〕× 2.23％　 ＝ 　⑨ 　円
※加入者ごとに計算し、マイナスの場合は０円とする。

 加入者１人当たり（年額） 加入者数

２　均等割額 　　　 １０，２０４円     ×　　　　　　　人 ＝ 　⑩ 　円
　１世帯当たり（年額）

３　平等割額 　　　 ６，９２９円 ＝ 　⑪ 　円
　裏面の表１・表２より算出

４　軽 減 額　　　　　　　　　　　　円 ＝ 　⑫ 　円

　　　 限度額１７万円

介護納付金分合計　　⑨　＋　⑩　＋　⑪　－　⑫ ＝ 　Ｃ 円 

子ども・子育て支援金分
令和７年中の総所得金額等 　基礎控除額

１　所得割額  〔　　　　　　　　　円　－ ４３万円　〕× 0.23 ％　＝ 　⑬ 　円
※加入者ごとに計算し、マイナスの場合は０円とする。

 加入者１人当たり（年額） 　　　18歳以上加入者数

２　均等割額 　　　 １，０６７円  　 ×　　　　　　　人 ＝ 　⑭ 　円
　　　　　　　　　　　※均等割（1,009円）と18歳以上均等割（58円）の合算です。

　１世帯当たり（年額）

３　平等割額 　　　 ９１１円 ＝ 　⑮ 　円
　裏面の表１・表２より算出（均等割軽減額は18歳以上加入者数分）

４　軽 減 額　　　　　　　　　　　　円 ＝ 　⑯ 　円

　　　 限度額３万円

　子ども・子育て支援金分合計　　⑬　＋　⑭　＋　⑮　－　⑯ ＝ 　Ｄ 円 

　 　医療分 後期分 　介護分 　子ども分 国民健康保険料額（年額）
　　　Ａ　　+　 　Ｂ　　+　 　Ｃ　　+　 　Ｄ　 　＝　　 　　　　　　　　　　円

Ｄ

令和８年度厚木市国民健康保険料計算シート
計算結果はあくまで試算であり、実際の計算手順や保険料額と異なる場合があります。

Ａ

Ｂ

Ｃ

計



表１　軽減割合確認表

※　給与所得者等とは、給与所得又は年金所得がある方をいいます。

※　特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行され、移行後も

　　継続して同一世帯に属する方をいいます。

※　世帯内に所得未申告者がいる場合は、軽減措置を受けることができません。

※　軽減の判定は国民健康保険に加入していない世帯主の総所得金額等も含まれます。

表２　軽減額確認表

※　子ども・子育て支援金分の均等割軽減額は、均等割軽減額と18歳以上均等割減額の合算です。

※　未就学児（令和２年４月２日以降に生まれた方）は、医療給付費分と後期高齢者支援金

　　分の均等割が半額になります。

※　18歳未満の方（平成20年４月２日以降に生まれた方）は、子ども・子育て支援金分の均等割が

　　全額免除になります。

子ども・子育
て支援金分

介護納付金分後期支援金分医療給付費分軽減割合

６３８円４，８５１円５，７４７円１６，７７７円

７４８円７，１４３円６，３６６円１８，５８５円

２割

５割

７割

加入者１人当たり

平等割

均等割

平等割

均等割

平等割

均等割

１世帯当たり

加入者１人当たり

１世帯当たり

加入者１人当たり

１世帯当たり

４３万円　＋　３１万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数
　　　　　　　　　　　　　　＋　１０万円×（給与所得者等の数－１）　以下

２割
４３万円　＋　５７万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数
　　　　　　　　　　　　　　＋　１０万円×（給与所得者等の数－１）　以下

軽減なし 軽減判定基準所得額が上記の基準を超える場合

軽減割合 軽減判定基準所得額（世帯主及び加入者（特定同一世帯所属者含む）全員の総所得金額等合算額）

７割 ４３万円　＋　１０万円×（給与所得者等の数－１）　以下

１，３８６円１，６４２円４，７９４円

２１４円２，０４１円１，８１９円５，３１０円

１８３円

５割

国保年金課　国保保険料係　電話０４６－２２５－２１２３

４５６円３，４６５円４，１０５円１１，９８４円

５３４円５，１０２円４，５４７円１３，２７５円

※ この計算シートは年間の保険料額を計算するためのものです。年度途中で加入または

脱退した場合は、「加入した月から脱退した月の前月までの月数」で計算されます。

※ 国民健康保険料は１年間分を６月から翌年３月までの１０回に分けて毎月納付して

いただきます。そのため、『１期分＝１か月分』ではありません。


